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出席停止について（通知） 

 

  年  組       さんは，学校において特に予防することになっている感染症

「          」に罹患しましたので，学校保健安全法第１９条の規定により，

出席を停止します。出席停止期間中は，欠席扱いになりません。 

出席停止期間中は医師の指示に従い，ご家庭において十分休養されますようお願いいた

します。 

 

 出席停止期間は，次の「出席停止の期間の基準」か，「症状により，学校医その他の医師

において感染の恐れがないと認めるまで」です。 

なお，登校する際は，主治医の指示の下，下の登校届を保護者が記入し，登校時にお子

様に持たせてください。 

出席停止の期間の基準（学校保健安全法施行規則第１９条） 

感染症名 

 

出席停止の基準 

 

 

                                                      

北杜市立泉小学校長 様 

登校届 

児童名：  年  組 名前                  

診断名：〔                       〕   

受診医療機関名：                      

 

上記の感染症のため   月   日～  月   日まで療養をしていましたが，感

染症の予防上支障がなくなり，医師に感染のおそれがないと認められましたので，本日よ

り登校させます。 

 

令和   年   月   日 

 保護者氏名              印 



出席停止の基準一覧 

学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」が定められています。 

学校は感染症が流行しやすい集団生活の場です。出席停止の措置は，り患した児童・生徒 

が早期に回復するためと，他の児童・生徒への蔓延を防ぐのを目的としています。 

  

病名 出席停止期間 

インフルエンザ 

(鳥インフルエンザ、新型インフル

エンザ等を除く) 

発症した後五日を経過し，かつ，解熱した後二日（幼児

にあっては、三日）を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質

製剤による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後三日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹（腫れ）が発現した後

五日を経過し，かつ，全身状態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化（かさぶた）になるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後二日を経過するまで。 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日

を経過するまで 

結核 
病状により学校医その他の医師において感染のおそれが

ないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 
病状により学校医その他の医師において感染のおそれが

ないと認めるまで 

 


